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Ⅰ はじめに

獣医師の活動分野は、飼育動物の診療に限らず、公衆衛生、動物愛護、医薬

品開発など様々な分野にわたり（参考資料１ 、獣医師は、我が国の畜産業の健）

全な発展はもとより、飼育動物の保健衛生の向上及び公衆衛生の向上にも大き

く寄与している。

特に最近は、食品の安全確保に対する社会的ニーズの高まり、高病原性鳥イ

ンフルエンザ等の感染症対策の強化など家畜衛生分野及び公衆衛生分野での獣

医師の役割がより一層重要なものとなっている。また、犬猫などの伴侶動物が

家族の一員として扱われ、社会におけるその存在意義が高まり、動物の生命や

生活の質（QOL：Quality of Life）の向上を求めることと相まって、獣医療に

おける診療技術の高度化・多様化も進んでいる。

このように獣医師を取り巻く社会的情勢の変化を踏まえると、獣医師には、

高度かつ広範な知識及び技能とともに、獣医師としての高い資質や倫理観も強

く求められている。

また、近年の科学技術の発展が多岐にわたる獣医学分野にも学問の進展をも

たらしたことを踏まえ、獣医師国家試験は、これに見合った内容となるよう洗

練していく必要があるとともに、獣医師の資格試験として、社会に求められて

いる獣医師の能力や資質を適正に評価できるものとすべきである。

「獣医師国家試験に係る小委員会」は、このような社会が期待する質の高い

獣医師の確保に資するよう、獣医師国家試験の改善がなされることを目的とし

て、獣医事審議会試験部会の下に設置された。本小委員会では、獣医師をめぐ

る情勢等を踏まえ、獣医師国家試験の改善の方向性等について４回（参考資料

２）にわたる検討を重ね、獣医師国家試験に関する改善事項を取りまとめたの

で、ここに報告する。

Ⅱ 現行の獣医師国家試験について

（１）獣医師国家試験の法的位置付け

獣医師国家試験は、獣医師法に基づいて実施される獣医師の資格試験であ

る。獣医師法第１１条に基づき、獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下

に、毎年少なくとも１回、獣医師国家試験を行わなければならない。試験の

目的は、獣医師法第１０条において 「獣医師国家試験は、飼育動物の診療上、

必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能につ

いて行う 」と定められている。。

（２）受験資格者

受験資格者は、獣医師法第１２条に定められており、全国の獣医系大学１

６校において６年間の獣医学の正規課程を修めて卒業した者（試験実施年度

卒業見込み者を含む ）等を対象としている。。



（３）実施時期及び実施場所

試験の実施は、例年３月上旬であり、３月中旬に合格発表が行われる。試

験は、北海道、東京及び福岡の３会場で実施されている。

（４）試験の実施方法及び内容

試験の方法は、筆答による多肢選択方式（マークシート）であり、試験の

内容は、学説Ａ、学説Ｂ、実地 及び実地Ｄに区分され、獣医師国家試験出C
題基準に則して出題される。出題内容については、学説Ａは 「獣医療の基本、

的事項」及び「獣医学の基本的事項」から、学説Ｂは 「衛生学に関する事、

C項」及び「獣医学の臨床的事項」から、それぞれ出題される。また、実地

及び実地Ｄは、衛生学に関する事項及び獣医学の臨床事項のうち、実地 でC
は、獣医療現場で実際に起こりうる基本的かつ重要な内容について、症例・

事例を中心に出題され、実地Ｄでは、獣医療現場で実際に起こりうる症例・

事例について、これらを解決する上で必要とされる総合的判断力を問う問題

が出題される（参考資料３ 。）

（５）出題数及び試験時間

、出題数については、学説Ａが１００題、学説Ｂが８０題、実地Ｃが６０題

実地Ｄが６０題で、合計３００題である。試験時間については、学説Ａが１

５０分、学説Ｂが１２０分、実地Ｃが１２０分、実地Ｄが１２０分である。

（６）試験問題の作成

試験問題は、獣医事審議会試験部会の専門委員が問題案を作成し、試験部

、会委員が問題を精査・選定する。専門委員については、平成１８年度までは

主に獣医系大学から約３０人が任命されていた。平成１９年度からは、獣医

系大学にとどまらず、関係研究機関等から、獣医師以外の者も含め広く選ば

れ、４５人に増員されている。

（７）合格基準

合否判定は、試験実施後に各獣医系大学で試験問題を検証した後、獣医事

審議会試験部会において審議される。合格基準は総合点の６割以上としてお

り、例年約１千人が受験し、合格率は８０～８５％で推移している（参考資

料４ 。）

Ⅲ 獣医師国家試験に関する改善事項

本小委員会では、獣医師国家試験の改善を検討するに当たって、次の点に留

意し、改善事項を取りまとめた。



獣医師国家試験は、

① 獣医師法第１０条に基づき、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師

として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について実施される資格試験で

あること。

② 獣医師を取り巻く社会的情勢の変化、学問の進展等を踏まえ、獣医師とし

て具有すべき知識及び技能を適正に評価するものであること。

③ 社会で求められる獣医師としての資質や倫理観の確保にも寄与すべきもの

であること。

１ 出題内容・出題数について

（１）必須問題の導入

獣医療における診療技術の高度化・多様化の進展、食品の安全確保への対

応など獣医師への社会的ニーズが高まる中、獣医師として必要な知識及び技

能も拡大してきている。また、獣医療の進展に伴い、獣医療に対する飼い主

のニーズも多様化し、獣医師には、診療内容の十分な説明、獣医療に対する

不安や不満など飼い主の心理面にも十分に配慮した信頼関係の確立が必要と

、なっている。このように、獣医師には、高度かつ広範な知識及び技能に加え

獣医師としての高い資質や倫理観も強く求められている。

このため、獣医師として必要な診療技術や知識、資質や倫理観を適正に評

、価するという観点から、獣医師として特に重要かつ基本的な事項については

獣医師国家試験に新たな試験区分を設けて必須問題として出題していくこと

が必要である。

必須問題は、獣医師として特に重要かつ基本的な事項を問うという趣旨に

合致する出題となるよう十分に配慮すべきである。必須問題の内容について

は、具体的には、

① 獣医師の社会的側面や倫理的側面に関する問題（獣医師の社会的側面へ

の配慮、獣医師としての倫理、義務及び資質等に関する事項 、）

② 獣医師の職務、権限等に関係する主な法律に関する問題（獣医師法、獣

医療法、薬事法、家畜伝染病予防法、食品衛生法、と畜場法、狂犬病予防

法、動物の愛護及び管理に関する法律等に関する事項 、）

③ 飼育動物の診療や公衆衛生に関する知識及び技能に関する事項のうち、

動物あるいは公衆衛生に対して、重大な影響を与えることに直結する事項

等非常に重要かつ基本的な問題（検査の基本、臨床判断の基本等に関する

事項）

等が考えられる。



必須問題を出題するに当たっては、獣医師として特に重要かつ基本的な事

項について、具体的に示す必要があることから、必須問題に係る出題基準及

び出題割合を作成し、公表することが望ましい。

必須問題の出題形式については、原則として、タクソノミーⅠ型 、Ａタ注１

イプ 、とし、解答に１問当たり１分程度を要する内容とすることが望まし注２

い。

また、必須問題として出題される特に重要かつ基本的な問題は、受験生に

的確に解答することを強く求めている重要な事項であることから、過去に出

題された問題でも活用していくことが望ましい。

必須問題の導入時期については、必須問題に係る出題基準の作成・公表、

大学関係者への周知等を考慮し、平成２１年度（第６１回）獣医師国家試験

から実施することが望ましい。

（２）出題数

現行の獣医師国家試験の出題数は、学説Ａが１００題、学説Ｂが８０題、

実地Ｃが６０題、実地Ｄが６０題で、合計３００題であり、今後、必須問題

の新規導入を考慮し、１割程度の増加とする。

それぞれの出題数については、新たに導入する必須問題と現行の学説Ａ・

Ｂ及び実地Ｃ・Ｄとのバランスを考慮する必要がある。学説Ｂについては、

「衛生学に関する事項」及び「獣医学の臨床的事項」からの出題であり、こ

れらは重要な事項であることから、一定以上の出題数の確保を考慮し、学説

、Ａ及び学説Ｂをそれぞれ８０題、実地Ｃ及び実地Ｄをそれぞれ６０題として

それに必須問題５０題を加え、合計３３０題とする。

なお、必須問題の出題数については、獣医師として特に重要かつ基本的な

事項を出題するという観点から、試験の実施状況を踏まえ、将来的に増やし

ていくことが望ましい。

（３）産業動物と小動物に関する出題割合

現行の獣医師国家試験では、出題数全体を見ると、産業動物と小動物に関

する出題割合はおおむね同程度である。今後も、出題割合については、産業

。動物と小動物でどちらかに偏ることなく現行程度を維持することが望ましい

なお、その出題内容については、獣医療の実態、社会的情勢等を踏まえたも

のとすることが望ましい。



（４）獣医療の倫理・獣医師としての資質を問う問題

出題基準には獣医倫理、動物の福祉等が含まれており、これらの問題は現行

の試験でも出題されている。しかしながら、最近、獣医師法や薬事法など関

連法令に対する違反事例や、獣医師国家試験の試験問題漏えいなどが生じた

こともあり、獣医師に対する法令遵守の徹底や倫理観の向上についても問わ

れている。

獣医師としての資質を問うという観点から、大学における法令遵守教育の

、徹底や倫理観の醸成に資する教育を行政も支援した上で充実させるとともに

獣医師として具有すべき倫理観等に関する問題は必須問題として出題する。

（５）緊急事態に対応できる能力を問う問題

最近の高病原性鳥インフルエンザの発生等への対応において、獣医師には家

畜伝染病発生等の緊急事態に適切に対応できる能力が強く求められている。

、このような実務的な能力は、必ずしも大学教育の中で身につくものではなく

職場における実践的な活動において身につくものであると考えられるが、家

畜衛生及び公衆衛生における獣医師の社会的役割に応える観点から、家畜伝

、染病等の発生時に獣医師に求められる基本的な対応等を問う問題については

引き続き出題していく。

（６）視覚教材の活用と臨床的思考過程・判断能力を問う出題

視覚教材については、現行においても実地Ｃ及び実地Ｄで写真や図表が使

用されている。今後、大学教育のほか、臨床現場、家畜衛生や公衆衛生の行

政対応における写真等も活用しつつ、思考過程及び判断能力を問う問題の一

層の充実を目指すことが望ましい。

（７）問題解釈型・問題解決型の出題数の増加

高度化・多様化した獣医療や公衆衛生の症例・事例に対応するため、応用力

を問う問題として、問題解釈型（タクソノミーⅡ型 ）及び問題解決型（タク注１

ソノミーⅢ型 ）を十分に出題し、これらの問題は、実地Ｃと実地Ｄに加え、注１

学説Ｂも含めて出題することが望ましい。

また、応用力を問う問題を増加させることとなるが、受験生の負担等への

配慮から、試験日は現行の２日間を維持することが望ましい。

２ 出題基準について

獣医師国家試験の出題範囲を示す出題基準については、総合力を問う問題を

出題するという観点から、現行のカテゴリー別の出題基準を維持し、科目にと



らわれない総合的な問題を増加させることが望ましい。

、また、この出題基準については、学問の進展、社会的情勢の変化等を踏まえ

科目による疾患名の整合、獣医師国家試験としての妥当な範囲と適切な内容の

検討等定期的に見直しを行っていくことが望ましい。

３ 出題方法について

（１）出題形式
注３現行の獣医師国家試験の出題形式は、５肢に対するＡタイプとＫタイプ

の出題である。 タイプの出題については、部分的な知識によって正解が導K
かれるというデメリットがあることから、今後、出題形式については、 タK
イプでの出題は削減し、Ａタイプ又はＸ２タイプ での出題を充実させてい注４

く。なお、 タイプで出題する場合、単純な組み合わせ問題とするのではなK
く、選択肢に工夫を加えた出題とする。

、これらの出題形式の改善については、試験問題作成の準備体制等を考慮し

平成２１年度（第６１回）獣医師国家試験から実施することが望ましい。

また、受験生の論理性や理解度をより適正に評価していく観点から、非選

択形式、共通選択肢群からの選択形式など５肢択一にとらわれない出題形式

についても今後検討していくことが望ましい。

（２）記述試験の導入

現行のマークシートによる試験が、広範囲にわたる知識を総合的に評価で

きるというメリットがあるという一方、記述試験には、受験生の論理性や理

解度を直接評価できるというメリットがある。

しかしながら、記述試験の場合、採点の客観性の確保が困難であること、広

範な問題が出題できないこと、採点に時間を要すること等課題が多いことか

ら、記述試験の採用は見送ることが望ましい。

ただし、獣医師国家試験において、記述試験のメリットである受験生の論

理性や理解度を問う必要性が求められていることを踏まえると、記述試験の

導入については、上述した問題点の解決を前提に今後の検討課題とすること

が望ましい。



（３）臨床技能試験の導入

臨床技能試験については、獣医師が診療業務に従事する前に身につけてお

くべき技能を確認する方法として有用であると考えられるが、評価の客観

性・透明性の確保等が必要であり、かつ、飼育動物の準備や評価者の確保な

ど実施に当たっての課題も多いことから、導入は見送ることが望ましい。

なお、今後、臨床技能試験の導入を検討するに当たっては、獣医師として

の技能の観点のみからだけではなく、飼い主との信頼関係を確立するための

コミュニケーション能力など獣医師としての資質の観点からも検討すること

が望ましい。

（４）コンピューターや聴覚教材を活用した試験の導入

コンピューターや聴覚教材を活用した試験の導入については、総合力や技

能を問う出題が充実する等メリットが見込まれるものの、多大な予算措置、

実施体制の整備等解決すべき事項が多いことから、今後の検討課題とするこ

とが望ましい。

４ 合格基準・点数配分について

（１）合格基準の設定

現行の獣医師国家試験の合格基準は、総合点の６割以上である。今回、必

須問題を新規に導入するに当たって、合格基準の設定を変更する必要がある。

必須問題については、獣医師に求められている基本的事項を問うという観

点から、他の問題（学説Ａ・Ｂ及び実地Ｃ・Ｄ）とは区別して合格基準を設

定する。

必須問題の合格基準については、獣医師として免許を有するにふさわしい

最低限の知識と技能を具有しているか否かを判定するため、絶対基準を用い

ることとし、その合格基準は当面おおむね７割とする。なお、合格基準につ

いては、試験の実施状況を踏まえつつ、必要に応じて見直していくことが望

ましい。

また、他の問題（学説Ａ・Ｂ及び実地Ｃ・Ｄ）の合格基準については、受

験生の得点分布に歪みがあり、必ずしも正規分布していないこと、獣医師国

家試験が資格試験であること等の理由から、絶対基準を用いることとし、そ

の合格基準は現行どおり６割とする。この場合、経年的な公平性を確保する

観点から、問題の難易等を検証することにより、問題の難易度の変動による

合格率への影響も考慮することが望ましい。



新たな合格基準の適用については、必須問題の導入と併せて、 平成２１年

度（第６１回）獣医師国家試験から実施することが望ましい。

（２）カテゴリー毎の基準点の設定

合格基準については、獣医師国家試験出題基準のカテゴリー毎に基準点を

設け、それぞれの基準点に達しているか否かによって、合否を判定するとい

う考えがある。

しかしながら、今回、必須問題を導入することにより、獣医師として最低限

必要な基本的事項についての評価を行うことができることから、カテゴリー

毎の基準点の設定については、見送ることが望ましい。

（３）点数配分

点数配分については、総合力や応用力を問う実地問題により重きを置くこ

とによって、学説問題と実地問題で点数配分を変えるという考えがある。

しかしながら、獣医師国家試験は資格試験として獣医師に必要な知識及び技

能を問うという観点から、学説問題も実地問題も同程度に重要であること、

また、今回、必須問題を導入することにより、獣医師として最低限必要な基

本的事項についての評価を行うこと、応用力や総合力を問う問題を充実させ

ることなどの改善策を講じることから、点数配分は、全ての問題について１

問１点を維持する。

（４）禁忌肢の導入

獣医師国家試験は資格試験であり、獣医師として具有すべき知識及び技能

を有しているか否かを評価するものであるとともに、獣医師としての資質の

有無の識別に寄与すべきものであることが期待されている。

資質の有無を識別するに当たって、禁忌肢を含んだ問題を導入するという

考えがある。禁忌肢を含んだ問題とは、禁忌肢、すなわち、獣医師として選

択すべきではない選択肢（動物の生命を軽んじるような内容、公衆衛生に甚

、大な被害を及ぼすような内容、倫理的に誤った内容等）を含んだ問題であり

一定数の禁忌肢を選んだ場合、不合格になるという仕組みである。禁忌肢を

含んだ問題は、医師国家試験や歯科医師国家試験で導入されており、医師や

歯科医師として不適格な者を判別するのに一定の役割を果たしていると考え

られている。



獣医師国家試験においても、禁忌肢を含んだ問題は獣医師としての資質の

有無を識別するのに一定の役割を果たすことが見込まれるものの、獣医師と

しての資質に欠ける受験生を識別することは必須問題でも補完できること、

禁忌肢を含んだ問題を必須問題と同時に導入すると受験生にかなりの負担に

なること、獣医師として禁忌である内容の精査が必要であることから、禁忌

肢の導入については、引き続き慎重に検討することが望ましい。

なお、禁忌肢の導入を検討するに当たって、今後、１の（４）で述べた獣

医師として具有すべき倫理観等に関する問題を積極的に出題していく中で、

当該問題の正答率等のデータを収集・分析していくべきである。

５ その他

（１）試験問題のプール制と公募

試験問題のさらなる質の向上を図っていく上で、毎年専門委員が問題案を

作成し、試験部会委員が問題を精査・選定する現行の方法では、安定した問

題の質や難易度の確保、出題数の増加等に対応することが難しい状況にある。

このため、試験問題をあらかじめ蓄えておくこと（試験問題のプール制）

や試験問題を外部から募ること（試験問題の公募）は、有用な方策と考えら

れる。

過去に出題された問題については、単なる暗記による解答を導きやすく、

受験生に系統だった知識を修得させ得ないというデメリットが指摘される。

しかしながら、過去に出題された問題あるいは問題の選考過程で残った問題

は、十分に精査された良質の問題であり、不適切な問題は排除されているこ

とから、これらの問題を中心にプールし、問題作成に活用していくことが望

ましい。

試験問題の公募については、公募された問題が大学教育の内容に沿わない

ものである等の課題もある。しかしながら、試験問題の公募は、試験問題の

作成上、問題の素材を確保するという点で有用な方策となり得ることから、

公募対象者、収集方法、問題の修正・選定方法等について、引き続き検討す

ることが望ましい。

（２）出題問題の検証方法

試験実施後、各大学において、多くの大学関係者が試験問題を検証するこ

、とは、試験の公正性を確保する観点から重要であり、今後とも、試験実施後

各大学で試験問題の検証を行うことが望ましい。各大学からの指摘は、引き



続き獣医事審議会において公正に取り扱われるべきである。

（３）試験の実施時期

現行の獣医師国家試験は、例年３月上旬に実施し、３月中旬に合格発表を

行っており、試験問題の検証、合否判定の検討、合格発表から獣医師名簿登

録までの手続き等に時間的な余裕がない状況にある。

出題問題の検証や合否判定の検討等には十分な時間を確保することが必要

であり、より慎重かつ公正な試験の実施を維持する観点から、医師国家試験

や歯科医師国家試験と同様に２月中下旬に試験を実施することが望ましい。

試験の早期実施に当たっては、今後、大学関係者と調整を図り、一定の周

知期間を設けた上で、平成２２年度（第６２回）獣医師国家試験を目途に実

施することが望ましい。

（４）受験回数の制限

獣医師国家試験で多数回不合格となった者は、その合格率から見ても、獣

医師としての能力や適性が劣るのではないかという考えもあるが、不合格回

数によって獣医師としての適格性が評価できるかについては慎重な検討が必

要であること等から、受験回数の制限については、早急な導入は行わないこ

とが望ましい。

（５）事務局体制の強化

現在の事務局体制は、医師国家試験や歯科医師国家試験に係る事務局体制

と比べて、著しく脆弱であることから、獣医師国家試験の円滑な実施はもと

より、今後、獣医師国家試験の見直しや検討を効果的・効率的に実施してい

くためにも、試験会場の借り上げ、印刷業務など契約事務の簡素化等業務の

効率化に取り組むとともに、人員の増加等事務局体制の強化を図っていくべ

きである。

Ⅳ おわりに

今回取りまとめた改善事項を踏まえ、今後は必須問題の導入等に向けた作業

が進められることになるが、獣医師に対する社会的ニーズが高まる中で、獣医

師の質の向上により一層資するため、獣医師国家試験が、獣医師として具有す

。べき知識及び技能、資質や倫理観を適正に評価できる試験となるよう期待する

獣医師国家試験については、学問の進展、獣医師を取り巻く社会的情勢の変

化等を踏まえ、獣医師としての能力や資質を適正に評価できる資格試験となる



よう、定期的に出題内容、出題基準等の見直しを行うとともに、中長期的な視

点に立脚した試験体制の改善についても、引き続き検討を加えていくこととさ

れたい。

また、社会が期待する質の高い獣医師を確保するためには、大学教育カリキ

ュラム、獣医師国家試験、大学卒業後の研修、生涯教育など一連の獣医師養成

過程の中で、常に研鑽が図られていくことが重要である。そのため、今後、大

学教育の充実や獣医師国家試験の改善を図るとともに、卒後研修や生涯教育を

充実させ、獣医師が継続的に知識や技術を修得できる環境が整備されることを

望むものである。

注１）タクソノミー：試験問題は、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型に分類される。Ⅰ型は、単純な知識の

想起によって解答できる問題。Ⅱ型は、設問文で与えられた情報を理解・解釈して、その

結果に基づいて解答する問題。Ⅲ型は、設問文の状況を理解・解釈した上で、各選択肢の

意味を解釈して、具体的な問題解決を求める問題。

注２）Ａタイプ：５つの選択肢から１つの正解肢を選ぶ形式の問題

注３）Ｋタイプ：５つの選択肢から正解肢の組み合わせを選ぶ形式の問題

注４）Ｘ２タイプ：５つの選択肢から２つの正解肢を選ぶ形式の問題
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２ 小委員会での検討経過

平成19年９月12日 獣医事審議会試験部会において 「獣医師国家試験、

に係る小委員会」の設置を了承。

10月９日 第１回小委員会の開催（獣医師国家試験の制度概要、医

師国家試験との比較等の説明、論点項目の確認）

11月12日 第２回小委員会の開催（論点整理）

12月20日 第３回小委員会の開催予定（論点整理、骨子案）

平成20年１月23日 第４回小委員会の開催予定（報告書案取りまとめ）

３ 現行の獣医師国家試験の出題内容について

○内容
（１ 「獣医療の基本的事項」）
（２ 「獣医学の基本的事項」）
○形式

学説Ａ （１）全問解答形式
（２）出題数：100問
（３）解答時間：２時間３０分
（４）必要に応じて、写真、図表等を活用

○内容
（１ 「衛生学に関する事項」）
（２ 「獣医学の臨床的事項」）
○形式

学説Ｂ （１）全問解答形式
（２）出題数：８０問
（３）解答時間：２時間
（４）必要に応じて、写真、図表等を活用

○内容
原則として「衛生学に関する事項 「獣医学の臨床的事項」につ」、

いて、獣医療現場で実際に起こりうる基本的かつ重要な内容につい
て、症例、事例を中心に問う。
○形式

実地Ｃ （１）全問解答形式
（２）単一設問形式
（３）出題数：６０問
（４）解答時間：２時間
（５）必要に応じて、写真、図表等を活用

○内容
原則として「衛生学に関する事項 「獣医学の臨床的事項」につ」、

いて、獣医療現場で実際に起こりうる症例・事例について、これら
を解決する上で必要とされる総合的判断力について問う。
○形式

実地Ｄ （１）全問解答形式
（２）複数設問方式（１課題２～３問）
（３）出題数：６０問（４０問）
（４）解答時間：２時間
（５）必要に応じて、写真、図表等を活用



４ 最近の獣医師国家試験の結果

回次 年次 受験者数 合格者数 合格率

58回 H18年度 1,250人 1,059人 84.7％

57回 H17年度 1,284人 1,061人 82.6％

56回 H16年度 1,223人 1,008人 82.4％

55回 H15年度 1,309人 1,124人 85.9％

54回 H14年度 1,210人 964人 79.7％

53回 H13年度 1,292人 1,123人 86.9％


